
平成２６年（２０１４年）１月２６日 こだいら 市　議　会　だ　よ　り ８

この市議会だよりは、環境に配慮して古紙配合の再生紙と低VOCインキを使用しています。

　
　

月
定
例
会
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
議

１２
案
、
市
民
の
皆
様
か
ら
出
さ
れ
た
請

願
等
に
つ
い
て
、
活
発
な
議
論
が
交

わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

新
年
を
迎
え
、
気
持
ち
も
新
た
に
、

わ
か
り
や
す
く
親
し
み
や
す
い
紙
面

づ
く
り
に
編
集
委
員
一
同
努
め
て
ま

い
り
ま
す
。

　

お
気
づ
き
の
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
議
会
事
務
局
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
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月
定
例
会
で
は
請
願
１
件
を
新
た
に
受
理
し
、
採
択
し
ま
し
た
。
陳
情
は

１２
２
件
を
受
理
し
、
全
議
員
及
び
執
行
機
関
に
陳
情
文
書
表
を
配
付
し
ま
し
た
。

　

採
択
し
た
請
願
は
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
も
の
で
、
意
見
書
欄
に
要
旨
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。

持
続
可
能
な
社
会
へ
転
換
す
る

た
め
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

を
改
正
し
発
生
抑
制
と
再
使
用

を
優
先
す
る
た
め
の
法
律
の
制

定
を
求
め
る
意
見
書

　

意
見
書
と
は
、
地
方
公
共
団
体
の

公
共
の
利
益
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い

て
議
会
と
し
て
の
意
思
を
意
見
と
し

て
ま
と
め
、
国
会
ま
た
は
関
係
行
政

庁
に
文
書
で
提
出
す
る
も
の
で
す
。

（
地
方
自
治
法
第　

条
）
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ご
み
問
題
は
市
民
の
生
活
に
直
結

し
て
お
り
、
一
人
一
人
が
自
分
の
問

題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

重
要
な
課
題
で
す
。
特
に
一
般
廃
棄

物
の
中
で
も
容
積
比
で
大
き
な
割
合

を
占
め
る
容
器
包
装
ご
み
に
つ
い
て

は
、
減
ら
す
た
め
の
仕
組
み
づ
く
り

が
必
要
で
す
。

　

ご
み
の
減
量
を
目
的
に
で
き
た
容

器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
は
、
容
器
包

装
の
分
別
収
集
、
運
搬
、
選
別
、
圧

縮
、
保
管
を
自
治
体
が
実
施
す
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、
リ
サ
イ
ク
ル
に

必
要
な
総
経
費
の
約
８
割
を
自
治
体

が
税
金
で
賄
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い

ま
す
。
事
業
者
負
担
が
少
な
い
こ
と

か
ら
、
リ
サ
イ
ク
ル
は
進
み
ま
し
た

が
、
容
器
包
装
を
選
択
す
る
事
業
者

に
は
、
真
剣
に
発
生
抑
制
や
環
境
配

慮
設
計
に
取
り
組
も
う
と
す
る
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
か
ず
、
環
境
に
よ

い
リ
ユ
ー
ス
容
器
は
激
減
し
、
リ
サ

イ
ク
ル
に
適
さ
な
い
容
器
包
装
が
い

ま
だ
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
は
、

発
生
抑
制
に
つ
な
が
っ
て
お
ら
ず
、

上
位
法
で
あ
る
循
環
型
社
会
形
成
推

進
基
本
法
に
あ
る
３
Ｒ
の
優
先
順
位

と
も
矛
盾
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
と
し
は
、
国
に
お
い
て
容
器
包

装
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
見
直
し
が
行
わ

れ
る
年
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
本
格
的

な
見
直
し
議
論
が
始
ま
り
ま
す
。
今

回
の
法
改
正
に
向
け
て
は
、
デ
ポ
ジ

ッ
ト
制
度
の
導
入
を
初
め
と
し
て
事

業
者
責
任
の
強
化
を
盛
り
込
む
こ
と

が
不
可
欠
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

よ
っ
て
本
市
議
会
は
、
国
会
及
び

関
係
行
政
庁
に
対
し
、
一
日
も
早
く

持
続
可
能
な
社
会
へ
転
換
す
る
よ
う
、

見
直
し
に
当
た
り
次
の
事
項
を
基
本

と
し
て
、
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

を
改
正
し
発
生
抑
制
と
再
使
用
を
優

先
す
る
た
め
の
法
律
を
制
定
す
る
よ

う
求
め
ま
す
。

　

１　

容
器
包
装
の
拡
大
生
産
者
責

任
を
強
化
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
社
会

的
コ
ス
ト
を
低
減
す
る
た
め
、
分
別

収
集
、
運
搬
、
選
別
、
圧
縮
、
保
管

の
費
用
に
つ
い
て
製
品
価
格
へ
の
内

部
化
を
進
め
る
こ
と
。

　

２　

リ
デ
ュ
ー
ス
、
リ
ユ
ー
ス
を

促
進
す
る
た
め
の
制
度
の
法
制
化
に

つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

　

衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
内

閣
総
理
大
臣
、
環
境
大
臣
、
経
済
産

業
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
厚
生
労

働
大
臣
、
財
務
大
臣
、
内
閣
府
特
命

担
当
大
臣（
消
費
者
及
び
食
品
安
全
）

あ
て

 　

地
方
公
共
団
体
が
、
み
ず
か
ら
の

責
任
と
権
限
に
お
い
て
、
そ
の
役
割

を
十
分
に
果
た
す
真
の
分
権
型
社
会

を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
地
方
の
権

限
に
見
合
う
財
源
が
確
保
さ
れ
る
よ

う
、
地
方
税
財
源
の
拡
充
を
図
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
平
成　

年
度
税
制
改

２０

正
で
は
、
都
市
と
地
方
の
財
政
力
格

差
が
殊
さ
ら
問
題
視
さ
れ
、
地
方
間

の
財
源
調
整
の
手
段
と
し
て
、
地
方

法
人
特
別
税
及
び
地
方
法
人
特
別
譲

与
税
が
創
設
さ
れ
、
地
方
固
有
の
税

で
あ
る
法
人
事
業
税
の
一
部
（
約
４

割
）
を
国
税
化
す
る
暫
定
措
置
が
と

ら
れ
、
現
在
も
継
続
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
対
応
は
、
厳
に
慎
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
た

び
、
総
務
省
の
学
識
経
験
者
の
検
討

会
は
、
都
市
と
地
方
の
税
収
格
差
の

是
正
の
た
め
と
し
て
、
地
方
消
費
税

の
充
実
ま
た
は
消
費
税
に
係
る
地
方

交
付
税
法
定
率
分
の
地
方
消
費
税
化

と
、
法
人
住
民
税
法
人
税
割
の
地
方

交
付
税
原
資
化
に
よ
る
税
源
交
換
を

基
本
的
な
目
標
と
す
る
と
と
も
に
、

今
回
の
税
制
抜
本
改
革
に
お
い
て
既

に
地
方
消
費
税
の
引
き
上
げ
が
決
定

し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
地
方

財
源
で
あ
る
法
人
住
民
税
法
人
税
割

の
一
部
を
地
方
交
付
税
原
資
化
す
る

こ
と
を
検
討
す
べ
き
と
の
報
告
書
を

ま
と
め
て
い
ま
す
。
同
様
の
提
案
は
、

全
国
知
事
会
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て

い
ま
す
。

地
方
税
財
源
の
拡
充
に

関

す

る

意

見

書
　

さ
ら
に
、
小
平
市
に
は
都
市
部
特

有
の
多
く
の
行
財
政
需
要
が
存
在
し
、

急
激
な
高
齢
化
等
、
今
後
も
財
源
の

確
保
が
必
要
で
あ
り
、
税
収
の
多
寡

の
み
に
着
目
し
て
格
差
の
是
正
を
地

方
財
源
の
中
で
行
う
こ
と
は
適
当
で

は
な
く
、
ま
し
て
、
本
市
の
よ
う
な

交
付
団
体
の
法
人
住
民
税
法
人
税
割

を
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
自
主
財
源

を
一
層
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な

が
り
容
認
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

よ
っ
て
本
市
議
会
は
、
国
会
及
び

関
係
行
政
庁
に
対
し
、
限
ら
れ
た
地

方
税
源
の
中
で
財
源
調
整
を
行
う
の

で
は
な
く
、
地
方
が
担
う
責
任
と
権

限
に
見
合
う
地
方
税
財
源
の
拡
充
と

い
う
本
質
的
な
問
題
に
取
り
組
む
よ

う
強
く
要
請
し
ま
す
。

　

衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
内

閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
財
務
大

臣
あ
て

10月30日〜1月21日
本会議、委員会、諸会議など

議 会 日 誌議 会 日議 会 日 誌誌

小平市議会　議会基本条例についての
市民と議会の意見交換会　報告

３０日　まちづくり検討特別委員会（羽
村市、福生市視察）

３１日　東京都道路整備事業推進大会

５日　総務委員会（町田市視察）
６日　生活文教委員会
 多摩六都科学館組合行政視察

（神奈川県川崎市）
 三多摩上下水及び道路建設促進

協議会第３委員会
７日　厚生委員会（埼玉県川越市視察）
 昭和病院組合議会行政視察（京

都府福知山市、兵庫県三田市　
８日まで）

８日　建設委員会（三鷹市視察）
 長野県小諸市議会議員視察来庁

（小平市いきいき協働事業提案
制度について）

１２日　東京たま広域資源循環組合議会
行政視察（北海道石狩市、札幌市
　１３日まで）

１３日　湖南衛生組合議会
１６日　議会基本条例についての市民と

議会の意見交換会
１７日　議会基本条例についての市民と

議会の意見交換会
１８日　幹事長会議
１９日　小平・村山・大和衛生組合議会
 東京都十一市競輪事業組合議会
 東京都四市競艇事業組合議会

２０日　昭和病院組合議会
 東京都後期高齢者医療広域連合

議会
２１日　議会運営委員会
２６日　１２月定例会初日
 幹事長会議（臨時）
 議会運営委員会（臨時）
２７日　１２月定例会２日目（一般質問）
２８日　１２月定例会３日目（一般質問）
２９日　１２月定例会４日目（一般質問）

３日　総務委員会
４日　生活文教委員会
５日　厚生委員会
６日　建設委員会（市内視察あり）
９日　まちづくり検討特別委員会
１０日　議会改革推進特別委員会
１６日　幹事長会議
１７日　議会運営委員会
２０日　１２月定例会最終日
 幹事長会議（臨時）
 議会運営委員会（臨時）
 総務委員会
 議会報編集委員会
２６日　多摩六都科学館組合議会研修会

１４日　議会報編集委員会
１６日　まちづくり検討特別委員会（八

王子市視察）
２１日　三多摩上下水及び道路建設促進

協議会第１委員会

10　　月

11　　月

1　　月

12　　月

　小平市議会では、市民の負託に応え、市民生活の向上のために議会
がどうあるべきか、議会の役割や権限など議会の基本的事項を定める
議会基本条例の策定を進めています。

４会場で意見交換会を開催
　小平市議会では３年間の議論を経て議会基本条例素案を作成しまし
た。その内容について報告し、皆さんの意見をお聞きする「議会基本
条例についての市民と議会の意見交換会」を１１月１６日、１７日の２日間
にわたり市内４会場で開催しました。参加者は各会場合わせて１０１人で
した。それぞれの会場で参加された方
から、多くの質問やご意見をいただき
ました。ありがとうございました。

意見・質問（一部）
○第５条（市民参加及び市民との連携）
について、市民の意見を把握し、情
報を共有する具体的な手段・方法は。
○第６条（議会報告会）について、年２回以上とのことだが、市民に
向けて定例会ごとに開催してほしい。
○第１３条（災害時の議会の対応）について、議会は市長と対等な立場
で災害対策にかかわってほしい。
○第２１条（議員間の自由討議）について、議員間討議はいつ、どのよ
うなときに行うのか。
○議会が議会のあり方について条例をつくろうとしていることを心強
く思う。　

　意見交換会でいただいた主な意見・質
問、アンケート結果の詳細については、
ホームページをご覧ください。
　いただいたご意見は、パブリックコメ
ントから寄せられたご意見とあわせて、
議会改革推進特別委員会で意見反映につ
いて議論し、条例案を作成していきます。

12月定例会では2件
の意見書を可決し、関
係機関へ送付しました。

（要旨）


